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現在の配てん基準

1

 第１部会には主に税分野、第２部会には主に福祉分野、第３部会
にはそれ以外の分野を割振り

 ただし、福祉分野のうち児童福祉分野は主に第３部会が担当

 各部会の負担の平準化の観点から、福祉分野について次の措置

・ 児童福祉分野以外の案件のうち、制度の根幹に関わるものは第２

部会が担当し、それ以外のものは「第２部会⇒第３部会⇒第１部

会」の順で割振り（ただし、各部会での係属案件数、審議の効率性

も考慮）

・ 児童福祉分野の案件については、各部会における係属案件数、審

議の効率性を考慮の上、第１部会及び第２部会においても担当

 町村等からの諮問案件は、上記配てん基準に従って順次割振り


